
 「免許局」は業者等からレンタルを受けて運用することができません。 

【参考条文】 
電波法 第七十条の九（登録人以外の者による登録局の運用）  
 登録局の登録人は、当該登録局の登録人以外の者による運用が電波の能率的な利用に資するものであり、
かつ、他の無線局の運用に混信その他の妨害を与える おそれがないと認める場合には、当該登録局の登録
が効力を有する間、当該登録局を自己以外の者に運用させることができる。（以下略） 

簡易無線局のレンタルについて 

免許人＝運用者（ユーザー） 

関東総合通信局 

 無線局の運用者（ユーザー）である法

人・団体・個人が、自ら免許を取
得する必要があります。 

 レンタル業者等からレンタルを受けて
使用することはできません。 

①
登
録
申
請 

②
無
線
局
免
許
状 

①
免
許
申
請
書
提
出 

 「登録局」は業者等からレンタルを受けて運用することが可能です。 
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 レンタル業者等は、レンタル先・無線
設備・期間等を記した「運用の特例届」
を関東総合通信局に提出する必要が
あります。 

登録人＝レンタル業者 

関東総合通信局 

運用者（ユーザー） 

イベントなど、短期利用のニーズにこたえるため、簡易無線局登録局の制度施行とあわせ、運
用の特例（いわゆる「レンタル」）を制度化しました。 

レンタル業者は運用者
（ユーザー）に対し、登
録の内容、適切な運用
方法について周知する
必要があります。 

運用者（ユーザー）は、電
波法令上の諸手続きを行
うことなく運用可能です。
（レンタル業者等が、関東総合通信局
に「運用の特例届」で届け出た期間内
に限ります。） 

 なお、運用者（ユーザー）は電波法
令を遵守するとともに、無線機を適正
に管理することが必要です。 
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レンタルされた免許局を運用した者は電波
法違反で罰せられます。 
（不法開設罪：１年以下の懲役、又は１００万円以下の罰金。
「レンタル業者」も幇助（ほうじょ）として同様に罰せられます。） 

簡易無線局登録局の
レンタル 
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